
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

i n f o r m a t i o n

● 問合先　観光戦略課（　 ☎⑳９０３１）

第30回伊万里の夏

時　間 イベント内容

午後１時 30 分〜 開会宣言、伊万里子ども太鼓の会演奏

午後１時 50 分〜 どっちゃんダンシング（１部）

午後２時 45 分〜 伊万里津物語『入船』（伊万里太鼓）

午後３時 10 分〜
第 30 回記念講演
HEART BEAT JAZZ Orchestra による演奏

午後４時〜 いまりんモーモちゃんとのじゃんけんリレー

午後４時 20 分〜
古伊万里・子ども商人俵運びレースおよび表
彰式

午後５時〜 どっちゃんダンシング（２部）

午後６時 20 分〜 令和元年記念パレード

午後７時頃〜 もち投げ、どっちゃん抽選会

午後７時 30 分〜
第 30 回を祝してみんなで踊ろう どっちゃん
祭り（総踊り）

午後７時 50 分〜 伊万里津物語『出船』（伊万里太鼓）、女みこし

午前10時〜
　午後９時 30 分

物産展〔中央駐車場、駅前広場〕

午後１時〜８時 どっちゃんライブ〔駅前広場〕

午前10時〜午後９時30分　伊万里市街地

祭りの華は勇壮華麗な『女みこし』
※担ぎ手随時募集中 

《８月４日（日）通行規制情報》
● 本町バイパス（市道八谷搦・上伊万里線）
▷本岡金物店前〜浜町交差点　
　午前８時〜午後 11 時
▷浜町交差点〜セントラルパーキング前
　午前９時〜午後 11 時
● 駅通り（市道伊万里駅前・松島線）
▷カワラ文具前〜相生橋北詰
　午前９時〜午後 11 時

総踊り当日飛び入り参加者限定で、伊万里牛など
の特産品が当たる抽選会を行います。

※飛び入り参加受付は先着 100 人（女性限定）
　で午後６時 30 分から祭り本部で行います。

どっちゃん祭り
８月４日（日）

物産展会場に浴衣でお越しの人に
は浴衣特典があります。

ぜひ、皆さん浴衣でお越しくださ
い。

浴衣で来るとお得です
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インフォメーションインフォメーション

国民健康保険

　　　 　     ７月下旬、皆さんに                 　  　　　　　       新しい被保険者証を郵送します

国民健康保険被保険者証
（うぐいす色）

国民健康保険被保険者証
兼高齢受給者証

（うぐいす色）
負担割合が

表示されます

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

■内容を確かめてください

　現在交付している『国民健康保険被保険者証』（桃色）の有効期
限は、７月 31 日までです。８月から使用する新しい被保険者証（う
ぐいす色）を７月下旬までに世帯主に郵送します。手元に届いたら
記載内容を確認し、誤りがある場合は連絡してください。
※国民健康保険税の滞納がある世帯については、税務課窓口で納税

相談後に交付します。

■ 70 〜 74 歳の人には『国民健康保険被保険者証兼高齢
受給者証』を郵送します

　70 〜 74 歳の国民健康保険被保険者に交付している『国民健康
保険被保険者証兼高齢受給者証』の有効期限も、同じく７月 31 日
までです。８月以降も該当する人には、新しい被保険者証兼高齢受
給者証を郵送します。兼高齢受給者証には、所得に応じて、自己負
担額割合（２割または３割）が記載されています。

■古い被保険者証・被保険者証兼高齢受給者証の処分方法

　有効期限が過ぎた被保険者証兼高齢受給者証は、８月以降使用で
きません。第三者に悪用されないように、市役所または出張所に返
却するか、はさみなどで必ず裁断し、燃えるごみとして処分してく
ださい。

　
入院など高額な治療を受けるときは、『限度額適用認定証』の交付
を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、窓口負担が、そ
れぞれの世帯の所得などに応じた限度額までになり、住民税非課税
世帯の人は食事代が減額されます。
● 対　象
　① 70 歳未満の人
　② 70 〜74 歳までの低所得者Ⅰ・Ⅱ（住民税非課税世帯）の人
　③ 70 〜74 歳までの現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
　（70 〜74 歳までの区分が一般または現役並み所得者Ⅲの人は、

保険証の負担割合で所得区分が確認できるため、認定証は必要
ありません。）

※国保の住民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者である世
帯員全員が住民税非課税である世帯のことです。

※有効期限が７月 31 日までですので、認定を受けていた人も８月
以降は新たに申請が必要です。申請した月の１日から適用となり
ますので、早めに手続きしてください。
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インフォメーションインフォメーション

後期高齢者医療

　　　 　     ７月下旬、皆さんに                 　  　　　　　       新しい被保険者証を郵送します

後期高齢者医療被保険者証
( 空　色 )

■内容を確かめてください

　現在交付している『後期高齢者医療被保険者証』（橙色）の有効
期限は、７月 31 日までです。８月から使用する新しい被保険者証

（空色）を７月下旬までに皆さんに簡易書留で郵送します。手元に
届いたら内容を確認し、記載内容に誤りがある場合は連絡してくだ
さい。
※後期高齢者医療保険料の滞納がある人については、税務課窓口で

納付相談後に交付します。

■古い被保険者証の処分方法

　有効期限が過ぎた被保険者証は、８月以降使用できません。第三
者に悪用されないように、市役所または出張所に返却するか、はさ
みなどで必ず裁断し、燃えるごみとして処分してください。

　
　入院など高額な治療を受けるときは、事前に『限度額適用認定証』
の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、医療費や
食事代などが減額されます。
● 対　象　①世帯の全員が住民税非課税の人
　　　　　②現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
※すでに認定を受けている人には、保険証と一緒に新たな認定証を

郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。有効期限が過
ぎた認定証は、保険証と同じく適正に処分してください。

75 歳の誕生日をもって、そ
れまで加入していた国保、
健保組合、共済組合などか

ら移行します。この場合の手続き
は不要です。
※ 65 歳以上 75 歳未満の人で一定

の障害がある人は、広域連合か
ら認定を受けることで移行でき
ます。事前に市民課に相談して
ください。

● 問合先
▷市民課年金保険係

（　 ☎㉓２１５３）
▷佐賀県後期高齢者医療広域連合

（☎０９５２　８４７６）

Q どんな人が後期高齢者医療
の対象になるの？

A

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

64

　国民健康保険の被保険者証は伊万里市が作成し、
後期高齢者医療の被保険者証は佐賀県後期高齢者医
療広域連合が作成します。それぞれ、発送の時期が
異なります。
※紛失時の再発行は、市で行います。
● 問合先　市民課年金保険係（　 ☎㉓２１５３）

⚠ 注意してください ⚠ 

　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証は、
別々の封筒で届きます。
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インフォメーション

　後期高齢者医療保険料の均等割が、これまで９割軽減となっていた人は、以下のように変わります。

後期高齢者医療保険料の均等割が９割軽減の皆さんへ

　介護保険料については、第１〜９段階のうち、平成 27 年度から消費税率引き上げに伴う低所得者（第１段階）の保険
料軽減を行っています。
　令和元年 10 月からの消費税率引き上げに伴い、令和元年度は、第１段階だけでなく、第２段階および第３段階の保険
料についても軽減を行います。
今年度の保険料は以下のとおりです。※第４〜第９段階の保険料は、昨年度と変更はありません。

低所得者の介護保険料を軽減します

▷医療保険料を年金から天引きで納めている場合、天引き額への影響は 10 月からです。
▷年金生活者支援給付金の場合、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
● 65 歳以上で老齢基礎年金を受給している

● 世帯全員の市税が非課税である

● 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 879,300 円以下である

　● 問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

平成 30 年度 令和元年度

９ 割 軽 減 ８ 割 軽 減

（ 月 平 均 425 円 納 付 ） （ 月 平 均 858 円 納 付 ）

保 険 料 の 納 付 額（ １ 割 ） 保 険 料 の 納 付 額（ ２ 割 ）

▷本年度から 8 割軽減になります。
▷介護保険料が第１段階〜第３段階の人は保険料の負担軽減が強化されます。
▷所得が低い年金受給者の人は、10 月１日から施行される年金生活者支援給付金の対象となります。

（例）年金収入 80 万円以下の人

● 問合先　
▷後期高齢者医療制度について　
　市民課年金保険係（　 ☎㉓２１５３）
　佐賀県後期高齢者医療広域連合（☎０９５２　８４７６）

▷年金生活者支援給付金について　
　市民課年金保険係（　 ☎㉓２１４２）
　ねんきんダイヤル（☎０５７０05 １１６５）

保険料段階
課税状況

共通事項 対象者 年度 保険料率 保険料（年額）
本人 世帯

第１段階

非

課

税

世
帯
全
員
が
非
課
税

本人およ
び世帯全
員が市民
税非課税

・老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
・本人の合計所得金額−公的年金など

にかかる雑所得＋課税年金収入額が
80 万円以下の人

平成 30 年度
基 準 額 ×

0.45
34,836 円

令和元年度
基 準 額 ×

0.375
29,028 円

第２段階
・本人の合計所得金額−公的年金など

にかかる雑所得＋課税年金収入額が
80 万円を超え、120 万円以下の人

平成 30 年度
基 準 額 ×

0.75
58,056 円

令和元年度
基 準 額 ×

0.625
48,384 円

第３段階
・本人の合計所得金額−公的年金など

にかかる雑所得＋課税年金収入額が
120 万円を超える人

平成 30 年度
基 準 額 ×

0.75
58,056 円

令和元年度
基 準 額 ×

0.725
56,124 円

64
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■　仮徴収・本徴収とは何ですか

■　平準化とは何ですか

　仮徴収額は、原則として前年度２月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が
変わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。このままでは、１年間の保険料徴収額が仮徴収と
本徴収で偏ったままになってしまいます。そのため、１年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、
すでにお知らせしている８月の徴収額を変更することを『平準化』といいます。

● 例（令和元年度、年額 92,880 円の場合）

▷平準化しない場合

　　　　　　　　　↓

▷平準化した場合

※上記は例ですので、前年度の保険料段階や仮徴収額により、各徴収月の保険料額は異なります。
※７月中旬に令和元年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。

インフォメーション

● 問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

介護保険負担限度額認定証を交付します

　介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）は、４・６・８月に『仮徴収』、10・12・２月に『本徴収』
として納めていただいています。しかし、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、
特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように、８月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。

介護保険料（特別徴収）を平準化します

仮徴収 本徴収
４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額をも
とに仮に算定された金額で納めていただきます（金額
は被保険者ごとにお知らせしています）。

確定した年間保険料額から仮徴収分としてすでに納め
た分を引いた金額を３回に分けて納めていただきます

（金額は７月にお知らせします）。

● 問合先　長寿社会課介護給付係（　 ☎㉓２１５４）

　特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合、低所得の人の利用が困難とならないように、申請により、
介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば、施設サービスを利用する場合の食費、居住費の利用者負
担金が、所得に応じた負担限度額までとなります。
　認定を受けていた人も、認定証の有効期限は７月 31 日までですので、８月以降については新たに申請が必要です。

第１段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者、または生活保護受給者

第２段階
住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額および非課税年金収入額が
80 万円以下の人

第３段階 住民税非課税世帯で第２段階以外の人

　※次のいずれかに該当する人は対象になりません。
　　①住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税を課税されている人
　　②住民税非課税世帯でも、預貯金などが一定額を超える人（単身 1,000 万円、夫婦 2,000 万円）

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

17,500 円 17,500 円 17,500 円 13,580 円 13,400 円 13,400 円

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

17,500 円 17,500 円 11,200 円 15,680 円 15,500 円 15,500 円
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ら
し
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移
住
・
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住
推
進
係（ 

　
☎
㉓
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１
７
２
）

　
伊
万
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で
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空
き
家
（
個

人
所
有
の
戸
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件
）
の
有
効
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用
と
、
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定
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の
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を
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目
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と
し
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者
）
を
通

インフォメーション

伊
万
里
市
空
き
家
情
報
バ
ン
ク
に
登
録
し
ま
せ
ん
か

65 歳以上の人の介護保険料を減免します

● 問合先　長寿社会課介護給付係（　 ☎㉓２１５４）

市では、65 歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について、保険料を減免（軽減）します。

■　どんな人が減免されますか

　介護保険料の保険料段階が第２段階または第３段階で、次の要件をすべて満たしていると認められる人は、保険料

が第１段階の額（年額 29,028 円）に減免されます。

▷預貯金および有価証券の合計額が 150 万円以下の人

▷市民税が課税されている人と同一生計でなく、扶養されていない人

▷不動産などの資産を活用して、なお生活が困窮している人

▷本人および世帯員の前年の収入金額（遺族年金や障害年金などの非課税収入を含む）の合計額が 100 万円（世帯

　員１人につき 40 万円を加算する）以下の人

※ 65 歳に達した日以降に、下記のような非自発的な理由で離職する介護保険の第１号被保険者については、減免の

対象になる場合があります。

▷企業の倒産・解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた人

▷派遣・契約社員など、期間に定めのある労働契約が更新されなかったことなどを理由として離職した人

■　手続きはどうするのですか

　介護保険料の減免については、申請が必要です。７月末までに市役所で手続きをしてください。手続きをする際は、

印鑑や医療保険証、年金などの収入を証する書類などを持参してください。詳しくは、上記へ問い合わせてください。

【 図 】 空 き 家 情 報 バ ン ク 制 度 の イ メ ー ジ

市内に空き家がある人は

空き家情報バンクを活用しましょう
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『
マ
チ
イ
ロ
』
と

 

『
マ
イ
広
報
紙
』
で

 

広
報
伊
万
里
を

 

読
む
こ
と
が
で
き
ま
す

　　
行
政
情
報
ア
プ
リ
『
マ
チ
イ
ロ
』
と

自
治
体
な
ど
の
広
報
紙
閲
覧
サ
イ
ト

『
マ
イ
広
報
紙
』
で
広
報
伊
万
里
が

閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
マ
チ
イ
ロ
、
マ
イ
広
報
紙
の
ど
ち

　
ら
も
無
料
で
す
。
通
信
費
は
各
回

　
線
ご
と
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　　 

マ
チ
イ
ロ

　
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら
か
ら

　　　 

マ
イ
広
報
紙

　
　
ア
ク
セ
ス
は
こ
ち
ら
か
ら

　
　https://m

yko
ho

.jp

インフォメーション

● 

問
合
先
　
情
報
広
報
課
広
報
係

（
　 

☎
㉓
４
３
１
３
）

（ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ対応）

広報伊万里などに掲載する写真を インスタグラム で募集します

#FocusOnImari

【応募方法】

① 伊万里市公式 Instagram アカウントをフォローしてく
ださい。

　 アカウント名『佐賀県伊万里市』
　 ユーザー名『imari_city』
②『#FocusOnImari』のハッシュタグをつけて写真を投

稿してください。
③ ７月 31 日までに投稿のあった中から数点を選び、広報

伊万里で紹介します。
※ 作品は伊万里市内で撮影したものに限ります。投稿写

真のキャプションに撮影場所を記載してください。
※ 過去に撮影、投稿した写真でも応募可能です。
　『#FocusOnImari』のハッシュタグをつけて再投稿して

ください。
※ インスタグラムのアカウントを非公開に設定している

と応募が無効となります。
※ 投稿写真が選ばれた場合は、情報広報課からインスタ

グラムのメッセージ機能で投稿者へ連絡し、別途写真
データを送付してもらいます。

【注意事項】

① 公に撮影可能な場所（立ち入り禁止区域ではない場所）
で撮影した写真を投稿してください。

② 伊万里市公式 Instagram アカウントをフォローし、
　『#FocusOnImari』のハッシュタグをつけて投稿された

写真は、広報伊万里および市のさまざまな広報媒体で
使用してよいものと判断し、投稿者への写真利用許諾
申請などは原則行いません。

③ 投稿写真は応募者本人が撮影し、すべての著作権を有
するものに限ります。

④ 明確に人物が写っている写真を投稿する場合は、事前
にその人の了解を得てください。

⑤ 広報伊万里掲載に関する異議などに対しては、回答い
たしません。

⑥ 本投稿の中で、肖像権や著作権などの第三者の権利侵
害があった場合、伊万里市は一切責任を負いません。

⑦ Instagram の規約で定められている禁止事項について
確認のうえ投稿してください。

● 問合先　情報広報課広報係（　 ☎㉓４３１３）
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インフォメーションインフォメーション

伊
万
里
自
動
車
学
校
、
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｏ
株
式
会
社
と
連
携
協
定
を
締
結

●

問
合
先
　
青
少
年
セ
ン
タ
ー

（
　
☎
㉓
２
６
５
８
）

る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、

月
間
中
の
運
動
に
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
は
、
法
務
省
が
主

唱
す
る
『「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、

立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ

ラ
～
』
の
強
調
月
間
・
再
犯
防
止

啓
発
月
間
で
も
あ
り
ま
す
。
犯
罪

や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
を

支
え
、
犯
罪
や
非
行
に
陥
ら
な
い

よ
う
に
地
域
社
会
で
支
え
る
活
動

が
全
国
で
展
開
さ
れ
ま
す
。
皆
さ

ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
７
月
は
、
内
閣
府
が
提
唱
す
る

『
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国

強
調
月
間
』
で
す
。

　
国
や
県
、
市
町
、
関
係
団
体
に

地
域
の
人
た
ち
を
加
え
た
有
機
的

な
連
携
の
も
と
に
、
青
少
年
の
規

範
意
識
の
醸
成
や
青
少
年
を
取
り

巻
く
社
会
環
境
の
浄
化
を
図
る
た

め
の
運
動
・
諸
活
動
を
展
開
し
、

青
少
年
の
非
行
・
犯
罪
被
害
の
防

止
と
保
護
の
徹
底
を
図
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
、
夏
休
み
を
前
に
子

ど
も
を
非
行
や
犯
罪
被
害
か
ら
守

７
月
は
『
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
』

『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調
月
間
』
で
す

●

最
重
点
課
題

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
係

る
子
ど
も
の
性
被
害
の
防
止

●

重
点
課
題

①
有
害
環
境
へ
の
適
切
な
対
応

②
薬
物
乱
用
対
策
の
推
進

③
不
良
行
為
及
び
初
発
型
非
行

（
犯
罪
）
等
の
防
止

④
再
非
行
（
再
犯
）
の
防
止

⑤
い
じ
め
・
暴
力
行
為
等
の
問

題
行
動
へ
の
対
応

の
授
業
の
空
き
時
間
を
利
用
し
、

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｏ
株
式
会
社
に
よ
る
受

講
者
へ
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

　
深
浦
弘
信
市
長
は
、「
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
は
、
全
国
的
に
も
珍

し
い
。
令
和
の
時
代
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

が
更
に
加
速
し
て
い
く
。
い
か
に

Ｉ
Ｔ
に
対
応
で
き
る
能
力
を
身
に

付
け
る
か
、
そ
し
て
、
い
か
に
Ｉ

Ｔ
を
活
用
し
て
地
域
を
活
性
化
し

て
い
く
か
が
重
要
だ
」
と
話
し
ま

し
た
。

　
６
月
14
日
、
伊
万
里
自
動
車
学

校
と
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｏ
株
式
会
社
、
伊

万
里
市
の
３
者
は
、
Ｉ
Ｔ
人
材
の

育
成
に
関
す
る
連
携
協
定
を
締
結

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
持
つ
強
み
を
生
か
し
て
、
Ｉ
Ｔ

人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
協
力
し

合
う
こ
と
で
、
相
乗
効
果
に
よ
り

互
い
の
利
益
を
生
み
出
す
と
と
も

に
、
市
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

　
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、

秋
頃
か
ら
、
伊
万
里
自
動
車
学
校

↑がっちりと握手をする３者

● 日　時　８月４日（日）午前６時 20 分
● 場　所　国見台陸上競技場
※雨天の場合は国見台体育館
● 当日の留意点　
▷体操ができる服装と靴（雨天の場合は体育

館シューズ）で参加してください。
▷小学生以下は保護者が同伴してください。
▷会場の芝生上では飲食できません。

伊万里ラジオ体操会
　さわやかな夏の朝、少しだ
け早く起きて心地よい汗を流
してみませんか。
● 問合先
　体育保健課スポーツ振興係

（    ☎㉓３１８７）

《ラジオ体操カードに
特製スタンプをもらおう》

７月 10 日（水）〜19 日（金）
　☆運動のスローガン
　　守ろう交通ルール　高めよう交通マナー
　
　☆運動の重点
　　１. 追突事故の防止
　　２. 子どもと高齢者の交通事故防止
　　３. 飲酒運転の根絶

交通事故発生状況〔６月 14 日現在〕
　　　　　　　　　　   前年同期比
　  ・人身事故　168 件  （− 43 件）
　  ・死　　者　　 １人  （＋　１人）
　  ・傷　　者　229 人  （− 63 人）
　

　● 問合先　総務課行政係（    ☎㉓２１２３）

− 夏の交通安全県民運動 −
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インフォメーション

中
学
校
・
南
波
多
郷
学
館
の
エ
ア
コ
ン
の
供
用
開
始

ふ
る
さ
と
伊
万
里
で
就
職
し
ま
せ
ん
か

『
伊
万
里
の
”
い
い
職
”
相
談
会
』
を
開
催
し
ま
す

↑昨年８月に開催された相談会の様子

　
設
置
工
事
を
進
め
て
い
た
市
内

中
学
校
・
南
波
多
郷
学
館
の
エ
ア

コ
ン
が
、
６
月
３
日
か
ら
供
用
開

始
に
な
り
ま
し
た
。

　
午
前
中
か
ら
気
温
が
上
昇
し
た

こ
の
日
、
深
浦
弘
信
市
長
は
南
波

多
郷
学
館
で
、
児
童
生
徒
が
授
業

を
受
け
て
い
る
教
室
に
入
り
、
エ

ア
コ
ン
の
使
用
状
況
を
視
察
し
ま

し
た
。

　
今
後
は
、
小
学
校
に
も
８
月
ま

で
に
設
置
し
、
９
月
か
ら
供
用
開

始
の
予
定
で
す
。

● 日　時　８月４日（日）午前 11 時〜午後３時
※集合場所などの詳しい内容は、後日参加者のみ

に案内します。
● 対　象
　市内在住・在勤、または結婚を機に伊万里市に

住む意思がある、30 代・40 代の独身の人
● 参加料
　２５００円（ランチ代）
● 応募方法
　メールまたは電話
● 募集人数
　男・女各 12 人　※応募多数の場合は抽選
● 募集期限
　７月 25 日（木）
● 応募・問合先
　伊万里暮らし応援課内　市婚活応援推進協議会
　　　　　　　　　　　　　　（ 　☎㉓２９５０）
※メールアドレス
　deai@city.imari.saga.jp

●
は
香
典
返
し
、▼
は
篤
志
寄
付
で
す
。

ご
寄
付

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
５
月
１
日
～
31
日
受
付
分

（
敬
称
略
、
希
望
者
の
み
掲
載
）

《
福
祉
基
金
》

▼

五
千
円

　
一
般
財
団
法
人
佐
賀
県
遺
族
会

▼

三
千
円

　
伊
万
里
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

《
教
育
振
興
奨
励
基
金
》

▼

十
万
円

　
前
川
　
日
司
（
大
川
内
町
市
山
）

●

二
十
万
円

　
前
田
　
照
子

（
亡
夫
　
和

　
松
島
）

♥

婚活

ランチ会

イ ベ ン ト

♡ 30 代・40 代限定♡

ブライダル会場で

♥
♥

♥

↑エアコンが入った教室を視察する深浦市長（左）

　
伊
万
里
市
に
戻
っ
て
働
き
た
い

人
（
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
希
望
者
）
や

大
卒
予
定
者
な
ど
を
対
象
に
企
業

合
同
求
人
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
　
時
　
８
月
11
日
（
日
）

午
後
１
時
〜
４
時

●
場
　
所
　
市
農
協
会
館

●
内
　
容

　
市
内
の
企
業
20
社
程
度
に
よ
る

合
同
求
人
説
明
会

※
事
前
申
し
込
み
不
要

●
参
加
料
　
無
　
料

●

問
合
先
　
企
業
誘
致
・
商
工
振

興
課
（
　
☎
㉓
２
６
５
８
）

　広報伊万里６月号の記事中に誤りがありましたので、

次のとおり訂正してお詫びします。　

　なお、ホームページの６月号は修正しています。

（訂正箇所）

　８ページ２段目の『市のごみの量とリサイクル率は』の

記事本文９・10 行目

（誤）

　平成 29 年度と比べて０・２ポイント上昇しました。

（正）
　平成 29 年度と比べて０・５ポイント低下しました。

　また、訂正に伴い『グラフ２』も下のとおりとなります。

お詫びと訂正

【グラフ２】
リサイクル率の推移

H26 H27 H28

19.5
20.0

15.0

0
H29 H30

単位：％

20.6

13.013.6

19.0

（年度）リサイクル率

リサイクル率
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